


【国保】 

D-12 呼吸心拍監視 ③ 

 

《平成２４年１月２６日新規》 

《令和元年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

原則として、下部消化管内視鏡検査時（鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用し

ている場合）において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該

検査の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

鎮静下に内視鏡検査を実施する場合には、モニター等での患者の全身状

態の把握を行うことが通知にて示されているが、平成 28 年 3 月 31 日付

医療課事務連絡にて、内視鏡検査を実施する際の当該検査については、算

定要件を満たしている場合に算定できる旨が通知されており、基礎疾患が

ない場合などは当該検査は認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


